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告 示
栃木県告示第155号
　社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）附則第27条第１項の規定による登録特定行為事業者の
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登 録 番 号

事 業 者 事 業 所
登 録 の
年 月 日

特定行為の種別
氏名又は名称

住 所 又 は
主たる事務所
の 所 在 地

名 称 所 在 地

091100081 社会福祉法人
邦友会

栃木県大田原
市北金丸2600
番地７

特別養護老人
ホーム栃の実
荘

栃木県那須塩
原市井口533
番地20

令 和 ６
（2024）年
２月１日

口腔内の喀痰吸
引、鼻腔内の喀
痰吸引、胃ろう
又は腸ろうによ
る経管栄養

091100082 社会福祉法人
幸梅会

栃木県足利市
山下町2753番
地の１

特別養護老人
ホーム盛雄苑

栃木県足利市
山下町2753番
地の１

令 和 ６
（2024）年
２月１日

口腔内の喀痰吸
引、鼻腔内の喀
痰吸引

091300019 株 式 会 社
MCPcore

栃木県宇都宮
市平出町4066
番地46

トレモンテ明
日館

栃木県宇都宮
市石井町2972
番地１

令 和 ５
（2023）年
11月28日

口腔内の喀痰吸
引、鼻腔内の喀
痰吸引、気管カ
ニューレ内部の
喀痰吸引、胃ろ
う又は腸ろうに
よる経管栄養、
経鼻経管栄養

091300020 医療法人矢尾
板記念会

栃木県日光市
平ケ崎609番
地４

介護医療院だ
んえん

栃木県日光市
木和田島3008
番地10

令 和 ６
（2024）年
２月７日

口腔内の喀痰吸
引、鼻腔内の喀
痰吸引、胃ろう
又は腸ろうによ
る経管栄養、経
鼻経管栄養

091300021 医療法人薫会 栃木県塩谷郡
高根沢町大字
花岡2351番地

菅又病院　介
護医療院

栃木県塩谷郡
高根沢町大字
花岡2351番地

令 和 ６
（2024）年
２月20日

口腔内の喀痰吸
引、鼻腔内の喀
痰吸引、胃ろう
又は腸ろうによ
る経管栄養、経
鼻経管栄養

091400018 有限会社さく
ら福祉サービ
ス

栃木県小山市
大字粟宮1222
番地４

有限会社さく
ら福祉サービ
スみぶ営業所

栃木県下都賀
郡壬生町緑町
１丁目19番５
号

令 和 ５
（2023）年
７月４日

口腔内の喀痰吸
引

091400019 有限会社シロ
アム

栃木県宇都宮
市一番町３番
17号

ケアセンター
木の実

栃木県宇都宮
市大通り２丁
目４番12号

令 和 ５
（2023）年
７月10日

口腔内の喀痰吸
引、鼻腔内の喀
痰吸引、気管カ
ニューレ内部の
喀痰吸引、胃ろ
う又は腸ろうに
よる経管栄養、
経鼻経管栄養

091400020 合同会社マー 栃木県宇都宮 ヘルパース 栃木県宇都宮 令 和 ５ 口腔内の喀痰吸
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ヴェラス 市鶴田町658-
11ウェルコー
トビルディン
グ305

テーション手
と手

市鶴田町658-
11ウェルコー
トビルディン
グ305

（2023）年
８月18日

引、鼻腔内の喀
痰吸引、気管カ
ニューレ内部の
喀痰吸引、胃ろ
う又は腸ろうに
よる経管栄養、
経鼻経管栄養

091400021 株 式 会 社
HOPE

栃木県小山市
雨ヶ谷141番
地１

ケアサポート
ほーぷ

栃木県小山市
雨ヶ谷141番
地１

令 和 ５

（2023）年
11月27日

口腔内の喀痰吸
引、鼻腔内の喀
痰吸引、気管カ
ニューレ内部の
喀痰吸引、胃ろ
う又は腸ろうに
よる経管栄養、
経鼻経管栄養

（高齢対策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第156号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　令和６（2024）年３月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　病院又は診療所

名 称 所 在 地 開 設 者 名
指 定
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

担 当 す る
医療の種類

公益社団法人地域医
療振興協会　日光市
民病院

日光市清滝安良沢町
1752-10

公益社団法人地域医
療振興協会
代表理事
吉新　通康

令 和 ６

（2024）年
３月１日

更生医療 腎臓に関す
る医療

２　指定訪問看護事業者等

名 称 所 在 地 開 設 者 名
指 定
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

訪問看護ステーション
ベル

足利市芳町42-１ 株式会社シーヒューマン
代表取締役
中芝　廉

令 和 ６

（2024）年
３月１日

育成医療及
び更生医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第157号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　令和６（2024）年３月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名
指 定
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類
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平尾内科小児科 宇都宮市西原町 560-
１

医療法人淑良会
理事長
平尾　修

令 和 ５
（2023）年
５月１日

精神通院医
療

とちぎ薬局　清原台店 宇都宮市清原台１-
501-８

株式会社ジェイピー
代表取締役
渡部　智次

令 和 ５
（2023）年
５月１日

精神通院医
療

とちの木薬局　岡本台
店

宇都宮市下岡本町
2294-１

株式会社薬仙
代表取締役
濱﨑　英幸

令 和 ５
（2023）年
５月１日

精神通院医
療

ウエルシア薬局　小山
城東店

小山市城東３-23-４ ウエルシア薬局株式会社
代表取締役
田中　純一

令 和 ５
（2023）年
３月10日

精神通院医
療

ふじ調剤薬局 栃木市藤岡町藤岡新町
1845-23

株式会社エフアンドエフ
代表取締役
藤川　欣洋

令 和 ５
（2023）年
５月１日

精神通院医
療

すずらん薬局　今泉店 宇都宮市東町１-２ 株式会社グリーンパーク
ファーマシー
代表取締役
佐野　恭広

令 和 ５
（2023）年
４月１日

精神通院医
療

みねまち薬局 宇都宮市東峰町3040-
26

株式会社伍大
代表取締役
河野　裕子

令 和 ５
（2023）年
４月１日

精神通院医
療

エンズウェル訪問看護
ステーション

宇都宮市雀の宮７-23-
40サンロイヤルⅡ103
号室

一般社団法人在宅医療ケア推
進機構
代表理事
川上　智之

令 和 ５
（2023）年
５月１日

精神通院医
療

訪問看護ステーション
CielBleu

宇都宮市細谷１-１-40
サンハイツアーデルⅢ
105

株式会社Sunnyside Place
代表取締役
安生　昌弘

令 和 ５
（2023）年
５月１日

精神通院医
療

ほ～ぷ訪問看護ステー
ション

小山市雨ケ谷141-１ 株式会社HOPE
代表取締役
森本　武

令 和 ５
（2023）年
５月１日

精神通院医
療

だるま訪問看護リハビ
リステーション

さくら市氏家3205-１ 有限会社だるま薬局
取締役
佐藤　健太郎

令 和 ５
（2023）年
５月１日

精神通院医
療

訪問看護かえりえ駒生 宇都宮市駒生町1027-
３

株式会社やさしい手
代表取締役
香取　幹

令 和 ５
（2023）年
５月１日

精神通院医
療

訪問看護ステーション
天王

足利市福居町542アル
ヴェアーレ天王605号
室

社会福祉法人豊岡福祉会
理事長
笠原　徹

令 和 ５
（2023）年
５月１日

精神通院医
療

訪問看護ステーション
フォレスト日光

日光市根室607-５ 社団医療法人英静会
理事長
森　亮善

令 和 ５
（2023）年
５月１日

精神通院医
療
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緑川薬局 足利市大町506 緑川　弘 令 和 ５
（2023）年
６月１日

精神通院医
療

中央薬局　長堤店 芳賀郡益子町長堤574-
２

株式会社パワーファーマシー
代表取締役社長
酒井　秀夫

令 和 ５
（2023）年
６月１日

精神通院医
療

ミライ薬局　小山店 小山市雨ヶ谷752-４ 株式会社Libra
代表取締役
的場　洋一郎

令 和 ５
（2023）年
６月１日

精神通院医
療

竹林薬局 宇都宮市竹林町 503-
１

株式会社市山
代表取締役
石橋　弘忠

令 和 ５
（2023）年
６月１日

精神通院医
療

訪問看護ステーション
孫の手・おやま

小山市城東６-18-17 株式会社孫の手
代表取締役
浦野　幸子

令 和 ５
（2023）年
６月１日

精神通院医
療

訪問看護ステーション
あやめ真岡東

真岡市荒町３-１-1藤
田ビル１F

株式会社ファーストナース
代表取締役
橋本　真奈歩

令 和 ５
（2023）年
６月１日

精神通院医
療

訪問看護リハビリス
テーションスマイルう
つのみや

宇都宮市中戸祭１-１-
43ワンダーランド戸祭
館３-Ｃ

株式会社トゥルーディライト
代表取締役
土佐　真一

令 和 ５
（2023）年
６月１日

精神通院医
療

訪問看護ステーション
COCOA

さくら市櫻野 952-２
サクラレジデンス102
号室

株式会社Ｍ．Ｉ．
代表取締役
荒川　和希

令 和 ５
（2023）年
７月１日

精神通院医
療

ウエルシア薬局　真岡
高間木店

真岡市下高間木２-
12-５

ウエルシア薬局株式会社
代表取締役
田中　純一

令 和 ５
（2023）年
７月18日

精神通院医
療

なでしこ薬局　東三島
店

那須塩原市東三島３-
67-30

高橋　直之 令 和 ５
（2023）年
７月１日

精神通院医
療

みぶ駅前薬局 下都賀郡壬生町中央町
４-13

株式会社ふれあいファーマ
シー
代表取締役
生井　代次

令 和 ５
（2023）年
９月１日

精神通院医
療

せんど薬局 鹿沼市千渡1868-１ 合同会社カノヤ
代表社員
加野　桂佑

令 和 ５
（2023）年
９月１日

精神通院医
療

鳥居薬局 宇都宮市大通り２-４-
７

株式会社鳥居
代表取締役
鳥居　蔦子

令 和 ５
（2023）年
８月１日

精神通院医
療

大沢調剤薬局　西支店 栃木市片柳町１-３-５ 株式会社ゴーライフ
代表取締役
水村　卓司

令 和 ５
（2023）年
９月１日

精神通院医
療
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大沢調剤薬局　万町店 栃木市万町18-１ 株式会社ゴーライフ
代表取締役
水村　卓司

令 和 ５

（2023）年
９月１日

精神通院医
療

大沢調剤薬局　片柳店 栃木市片柳町１-６-35 株式会社ゴーライフ
代表取締役
水村　卓司

令 和 ５

（2023）年
９月１日

精神通院医
療

大沢調剤薬局　薗部店 栃木市薗部町１-１-４ 株式会社ゴーライフ
代表取締役
水村　卓司

令 和 ５

（2023）年
９月１日

精神通院医
療

大沢調剤薬局　今泉店 栃木市今泉町２-９-23 株式会社ゴーライフ
代表取締役
水村　卓司

令 和 ５

（2023）年
９月１日

精神通院医
療

大沢調剤薬局　日ノ出
町店

栃木市日ノ出町９-10 株式会社ゴーライフ
代表取締役
水村　卓司

令 和 ５

（2023）年
９月１日

精神通院医
療

大沢調剤薬局　本町店 栃木市本町16-６ 株式会社ゴーライフ
代表取締役
水村　卓司

令 和 ５

（2023）年
９月１日

精神通院医
療

大沢調剤薬局　大平店 栃木市大平町新1540-
183

株式会社ゴーライフ
代表取締役
水村　卓司

令 和 ５

（2023）年
９月１日

精神通院医
療

プラザ薬局　関堀町店 宇都宮市関堀町 767-
３

株式会社ゴーライフ
代表取締役
水村　卓司

令 和 ５

（2023）年
９月１日

精神通院医
療

あゆみ薬局 栃木市今泉町１-５-11 株式会社ゴーライフ
代表取締役
水村　卓司

令 和 ５

（2023）年
９月１日

精神通院医
療

プラザ薬局　真岡店 真岡市下高間木１-
13-８

株式会社ゴーライフ
代表取締役
水村　卓司

令 和 ５

（2023）年
９月１日

精神通院医
療

プラザ薬局　国本店 宇都宮市新里町1608-
109

株式会社ゴーライフ
代表取締役
水村　卓司

令 和 ５

（2023）年
９月１日

精神通院医
療

大沢調剤薬局　神田町
店

栃木市神田町21-17 株式会社ゴーライフ
代表取締役
水村　卓司

令 和 ５

（2023）年
９月１日

精神通院医
療

大沢調剤薬局　駅南店 栃木市沼和田町10-15 株式会社ゴーライフ
代表取締役
水村　卓司

令 和 ５

（2023）年
９月１日

精神通院医
療

プラザ薬局　雀宮店 宇都宮市新富町２-７ 株式会社ゴーライフ
代表取締役
水村　卓司

令 和 ５

（2023）年
９月１日

精神通院医
療
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ウエルシア薬局　下野
石橋店

下野市下古山３-15-１ ウエルシア薬局株式会社
代表取締役
田中　純一

令 和 ５
（2023）年
10月１日

精神通院医
療

クスリのアオキ　下武
子薬局

鹿沼市下武子町54-１ 株式会社クスリのアオキ
代表取締役
青木　宏憲

令 和 ５
（2023）年
10月１日

精神通院医
療

ウエルシア薬局　宇都
宮細谷町店

宇都宮市細谷町 254-
１

ウエルシア薬局株式会社
代表取締役
田中　純一

令 和 ５
（2023）年
10月１日

精神通院医
療

かりん薬局　足利店 足利市五十部町 719-
１

株式会社フィールドファーマ
シー
代表取締役
岩下　正志

令 和 ５
（2023）年
８月１日

精神通院医
療

わかば薬局 那須塩原市東三島４-
54-12

株式会社フィールドファーマ
シー
代表取締役
岩下　正志

令 和 ５
（2023）年
８月１日

精神通院医
療

アスピオ薬局　小山城
東店

小山市城東２-19-３ 株式会社フィールドファーマ
シー
代表取締役
岩下　正志

令 和 ５
（2023）年
10月１日

精神通院医
療

ホワイト調剤薬局 真岡市台町15-19 株式会社フィールドファーマ
シー
代表取締役
岩下　正志

令 和 ５
（2023）年
10月１日

精神通院医
療

訪問看護ステーション
あやめ今市

日光市瀬尾368-２アー
バンハイネス岩鼻２-
B号室

株式会社ファーストナース
代表取締役
橋本　真奈歩

令 和 ５
（2023）年
10月１日

精神通院医
療

福笑訪問看護ステー
ション

宇都宮市駒生町3367-
52

株式会社あんしんケアネット
ワーク
代表取締役
新井　貴大　

令 和 ５
（2023）年
10月１日

精神通院医
療

那須北病院 那須塩原市野間字神沼
453-14

医療法人社団萌彰会
理事長
八竹　健司

令 和 ５
（2023）年
11月１日

精神通院医
療

平成薬局　大通り店 宇都宮市大通り１-４-
36

株式会社東京メディカル・
サービス
代表取締役
氏家　永一郎

令 和 ５
（2023）年
９月１日

精神通院医
療

訪問看護ステーション
おりーぶ

那須塩原市野間字神沼
453-14

医療法人社団萌彰会
理事長
八竹　健司

令 和 ５
（2023）年
11月１日

精神通院医
療

優やくしじクリニック 下野市薬師寺字祇園原
3451-３

菅野　真之 令 和 ５
（2023）年
12月１日

精神通院医
療



（184） 栃 木 県 公 報 第488号令和６（2024）年３月15日　金曜日

とちぎ薬局　鹿沼栄店 鹿沼市栄町３-33-１ 株式会社ジェイピー
代表取締役
渡部　智次

令 和 ５
（2023）年
12月１日

精神通院医
療

日本調剤　自治医大前
薬局

下野市薬師寺3311-１ 日本調剤株式会社
代表取締役社長
三津原　庸介

令 和 ５
（2023）年
12月１日

精神通院医
療

ココカラファイン薬局　
自治医大前店

下野市薬師寺3311-１ 株式会社ココカラファインヘ
ルスケア
代表取締役
塚本　厚志

令 和 ５
（2023）年
12月１日

精神通院医
療

パンダ薬局 小山市大字神鳥谷
1847-３

株式会社フレンド
代表取締役
谷　孝裕

令 和 ５
（2023）年
12月１日

精神通院医
療

彗星薬局 宇都宮市上戸祭町669-
３

株式会社彗星薬局
取締役
澤村　隆志

令 和 ５
（2023）年
12月１日

精神通院医
療

訪問看護あおぞら 小山市中央町３-７-１
ロブレ７階

一般社団法人あおぞら福祉カ
レッジ
代表理事
渡邉　孝一

令 和 ５
（2023）年
12月１日

精神通院医
療

訪問看護ステーション
あんず

さくら市草川 28-１
Granary５号棟

合同会社あんず
代表社員
渡邊　了子

令 和 ５
（2023）年
12月１日

精神通院医
療

訪問看護ステーション
春風

那須烏山市田野倉８-
１

株式会社信和
代表取締役
遠山　信成

令 和 ５
（2023）年
12月１日

精神通院医
療

栃木アーバンクリニッ
ク

宇都宮市今泉町59-10　
グローバル錦パークⅠ
102

一般社団法人黎明会
代表理事
原　拡邦

令 和 ６
（2024）年
１月１日

精神通院医
療

コットン薬局　真岡店 真岡市並木町２-23-
７

株式会社hrb
代表取締役社長
大川原　拓佳

令 和 ５
（2023）年
11月１日

精神通院医
療

ウエルシア薬局　さく
ら喜連川店

さくら市喜連川166 ウエルシア薬局株式会社
代表取締役
田中　純一

令 和 ６
（2024）年
１月１日

精神通院医
療

クローバー薬局　佐野
店

佐野市高萩町1332-５
ガーデンパレス高萩Ⅱ
１階

株式会社エムスタイル
代表取締役
森田　五郎

令 和 ６
（2024）年
１月１日

精神通院医
療

訪問看護思いやり 宇都宮市さつき２-３-
５

株式会社陽だまりの里
代表取締役
須藤　優子

令 和 ６
（2024）年
１月１日

精神通院医
療

訪問看護ステーション
るりの里

鹿沼市麻苧町1559-１ 株式会社パワーライフサポー
ト
代表取締役
渡邊　和裕

令 和 ６
（2024）年
１月１日

精神通院医
療
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訪問看護ステーション
はっぴーらいふ

宇都宮市宝木町１-３-
134

合同会社はっぴーらいふ
代表社員
水谷　領佑

令 和 ６

（2024）年
１月１日

精神通院医
療

メジロ訪問看護ステー
ション

足利市今福町43-1パー
クコート今福Ｅ棟

メジロ合同会社
代表社員
藤田　充

令 和 ６

（2024）年
１月１日

精神通院医
療

銀星薬局　粟宮店 小山市粟宮494-１ 有限会社バリュー銀星
代表取締役
三井　勝滋

令 和 ６

（2024）年
２月１日

精神通院医
療

訪問看護ステーション
あやめ宇都宮瑞穂

宇都宮市瑞穂１-26-５
ハイツプラネット203
号室

株式会社ファーストナース
代表取締役
橋本　真奈歩

令 和 ６

（2024）年
２月１日

精神通院医
療

訪問看護ステーション
あやめ足利東

足利市大町 383-７カ
サ・フェリーチェ 202
号室

株式会社ファーストナース
代表取締役
橋本　真奈歩

令 和 ６

（2024）年
２月１日

精神通院医
療

訪問看護ステーション
あやめ西那須野

那須塩原市東三島３-
41-６サンハイツ木下
Ｂ棟201号室

株式会社ファーストナース
代表取締役
橋本　真奈歩

令 和 ６

（2024）年
２月１日

精神通院医
療

前原医院 下都賀郡壬生町中央町
３-21

前原　幸夫 令 和 ６

（2024）年
１月１日

精神通院医
療

しらさわ薬局 宇都宮市白沢町1814 有限会社コスモスファミリー
代表取締役
上野　雅広

令 和 ６

（2024）年
３月１日

精神通院医
療

訪問看護ステーション
ベル

足利市芳町42-１ 株式会社シーヒューマン
代表取締役
中芝　廉

令 和 ６

（2024）年
３月１日

精神通院医
療

訪問看護ステーション
ことは

小山市東間々田２-
23-２

合同会社ことは
代表社員
上岡　昌枝

令 和 ６

（2024）年
３月１日

精神通院医
療

訪問看護ステーション
harustyle栃木

栃木市野中町1367-７
グリーンジャケット
303号

合同会社Wise
代表社員
小竹　紀子

令 和 ６

（2024）年
３月１日

精神通院医
療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第158号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　令和６（2024）年３月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
指定訪問看護事業者等

名 称 所 在 地 開 設 者 名 変 更
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類
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訪問看護ステーション
Ｙｅｌｌ（訪問看護ス
テーションＡＺＡＳ
Ｕ）

小山市神鳥谷２-21-15 株式会社ＭｏＳｉＭｏＳｉ
代表取締役
上野　眞宣　

令 和 ６

（2024）年
２月１日

育成医療及
び更生医療

※変更年月日欄を除く表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第159号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　令和６（2024）年３月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名
変 更
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

訪問看護ステーション
ＡＺＡＳＵ

小山市神鳥谷２-21-15
（小山市間々田2423-
15愛宕204号室）

株式会社ＭｏＳｉＭｏＳｉ
代表取締役
上野　眞宣

令 和 ４
（2022）年
12月１日

精神通院医
療

カワチ薬局　大平店 栃木市大平町下皆川
2105-28（栃木市大平
町下皆川299-１）

株式会社カワチ薬品
代表取締役
河内　伸二

令 和 ２
（2020）年
９月12日

精神通院医
療

訪問看護ステーション
琴音

小山市駅南町５-５-１
エムロード102（栃木
市大平町川連490-４）

株式会社琴音
代表取締役
前橋　智津子

令 和 ５
（2023）年
３月１日

精神通院医
療

訪問看護ステーション
おりーぶ

那須塩原市野間字神沼
453-14（大田原市住吉
町２-19-４スカイハイ
ツコスモＡ棟103）

医療法人社団萌彰会
理事長
八竹　健司

令 和 ５
（2023）年
３月１日

精神通院医
療

訪問看護リハビリス
テーションスマイルう
つのみや

宇都宮市宿郷３-18-11
SSビル宿郷２F（宇都
宮市中戸祭１-１-43ワ
ンダーランド戸祭館
３-Ｃ）

株式会社トゥルーディライト
代表取締役
土佐　真一

令 和 ５
（2023）年
９月１日

精神通院医
療

御幸内科医院（御幸内
科小児科医院）

宇都宮市御幸町108-22 医療法人社団本津会
理事長
本津　浩美

令 和 ５
（2023）年
11月１日

精神通院医
療

訪問看護ステーション
Ｙｅｌｌ（訪問看護ス
テーションＡＺＡＳ
Ｕ）

小山市神鳥谷２-21-15 株式会社ＭｏＳｉＭｏＳｉ
代表取締役
上野　眞宣

令 和 ６
（2024）年
２月１日

精神通院医
療

※変更年月日欄を除く表中の（　）内は変更前のもの
（障害福祉課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第160号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和６（2024）年３月15日から同年４月15日まで
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一般の縦覧に供する。
　　令和６（2024）年３月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　一般国道
路　線　名　293号
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

前
さくら市卯の里1982-２から
さくら市卯の里1982-２まで

12.0 ～ 12.0 19.2

後
さくら市卯の里1982-２から
さくら市卯の里1982-２まで

14.9 ～ 14.9 19.2

Ⅱ
道路の種類　一般国道
路　線　名　461号
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

前

塩谷郡塩谷町大字船生字船場下5886-
１から
塩谷郡塩谷町大字船生字落合原5893-
２まで

7.6 ～ 10.9 284.4

後

塩谷郡塩谷町大字船生字船場下5886-
１から
塩谷郡塩谷町大字船生字落合原5893-
２まで

11.8 ～ 15.5 284.4

Ⅲ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　塩原矢板線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

247

前
矢板市泉字並塚515-１から
矢板市泉字並塚572-２まで

6.8 ～ 11.5 250.0

後Ａ
矢板市泉字並塚515-１から
矢板市泉字並塚572-２まで

6.8 ～ 11.5 250.0

後Ｂ
矢板市泉字並塚515-１から
矢板市田野原字下坪378まで

10.5 ～ 15.1 324.0

Ⅳ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　宇都宮船生高徳線
道路の区域
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整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

325

前

塩谷郡塩谷町大字船生字落合原5892-
６から
塩谷郡塩谷町大字船生字落合原6082-
24まで

7.4 ～ 7.6 340.0

後

塩谷郡塩谷町大字船生字落合原5892-
６から
塩谷郡塩谷町大字船生字落合原6082-
24まで

11.3 ～ 19.8 340.0

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第161号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により昭和39年建設省告示第1945号足利佐野都市
計画下水道事業足利市公共下水道の事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第62条
第１項の規定により告示する。
　　令和６（2024）年３月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　施行者の名称
足利市

２　都市計画事業の種類及び名称
足利佐野都市計画下水道事業足利市公共下水道

３　事業施行期間
昭和39（1964）年７月31日～令和９（2027）年３月31日

４　事業地
⑴　収用の部分
変更なし

⑵　使用の部分
変更なし

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第162号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により平成７年栃木県告示第135号那須烏山都市計
画下水道事業那須烏山市公共下水道の事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第62
条第１項の規定により告示する。
　　令和６（2024）年３月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　施行者の名称
那須烏山市

２　都市計画事業の種類及び名称
那須烏山都市計画下水道事業那須烏山市公共下水道

３　事業施行期間
平成７（1995）年３月10日～令和９（2027）年３月31日

４　事業地
⑴　収用の部分
　平成７年栃木県告示第135号、平成12年栃木県告示第527号、平成18年栃木県告示第295号、平成25年栃
木県告示第161号及び平成30年栃木県告示第91号の事業地から大字野上字越地下、字川向、字関下、字篠
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沢下及び字大舟戸の一部を除きすべて削る。
⑵　使用の部分
　平成７年栃木県告示第135号、平成12年栃木県告示第527号、平成18年栃木県告示第295号、平成25年栃
木県告示第161号及び平成30年栃木県告示第91号の事業地から大字野上字越地下、字川向、字関下、字篠
沢下及び字大舟戸の一部を除きすべてを使用の部分とする。

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第163号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により平成９年栃木県告示第510号茂木都市計画下
水道事業茂木町公共下水道の事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第62条第１項
の規定により告示する。
　　令和６（2024）年３月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　施行者の名称
茂木町

２　都市計画事業の種類及び名称
茂木都市計画下水道事業茂木町公共下水道

３　事業施行期間
平成９（1997）年８月８日～令和９（2027）年３月31日

４　事業地
⑴　収用の部分
変更なし

⑵　使用の部分
変更なし

（都市整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第164号
　建築基準法（昭和25年法律第201号）第77条の35の８第２項の規定により指定構造計算適合性判定機関から
変更の届出があったので、同条第４項の規定により次のとおり公示する。
　　令和６（2024）年３月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　指定構造計算適合性判定機関の名称
日本建築検査協会株式会社

２　変更の内容

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後

業務を行う事務所の所在地 東京都中央区日本橋三丁目12番２号 東京都中央区日本橋二丁目12番６号

３　変更年月日
　令和６（2024）年３月18日

（建築課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第165号
　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第５条第１項の規定により、家畜の所有者に対し当該家畜につ
いて家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるので、同条第２項の規定により次のとおり公示する。
　　令和６（2024）年３月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　実施の目的
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ヨーネ病発生予防のため
２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲
⑴　搾乳の用に供し、又は供する目的で飼育している雌牛
⑵　前号の牛と同一施設内で飼育している牛
⑶　所轄家畜保健衛生所長が必要と認める牛
３　検査の方法
⑴　予備的抗体又は遺伝子検出法（スクリーニング法）
⑵　遺伝子検査（リアルタイムＰＣＲ検査）
⑶　疫学的検査
⑷　臨床検査
⑸　その他必要な検査
４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

足 利 市 寺岡町、福富町

令和６（2024）年４月１日から

令和７（2025）年３月31日まで

日 光 市 塩野室町、小林、中宮祠

小 山 市 大字立木、大字乙女、大字東野田

真 岡 市
沖、下籠谷443、京泉、上大田和、上大沼、飯貝、
堀内

大 田 原 市
大久保、中野内、河原、両郷、寺宿、雲岩寺、須賀
川、須佐木、南方、木佐美

那 須 塩 原 市

野間、鍋掛、寺子、関谷（1509-４を除く）、遅野
沢790、越掘、埼玉、共墾社、下厚崎、中内、塩野
崎、笹沼、上中野、北弥六、前弥六、沓掛、上大塚
新田、下中野、東小屋、渡辺、唐杉、豊浦、佐野、
三本木、沼野田和、上郷屋、波立、北和田、無栗
屋、細竹

さ く ら 市 柿木澤

那 須 烏 山 市 野上、向田、志鳥、上川井、三箇

下 野 市 三王山、上吉田、仁良川

益 子 町 大字大平

茂 木 町 大字河又、大字坂井、大字小深、大字上菅又

塩 谷 町 大字上寺島

高 根 沢 町 大字平田

那 須 町
大字高久丙（長南寺、池田、小深掘、大深堀、大
沢）

那 珂 川 町
盛泉、大那地、小砂、大山田下郷、大山田上郷、健
武（2772を除く）

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

Ⅱ
１　実施の目的
ヨーネ病発生予防のため



（191）栃 木 県 公 報 第488号令和６（2024）年３月15日　金曜日

２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲
⑴　家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第４条第１項に規定する検査を受けようとする雄牛
⑵　所轄家畜保健衛生所長が必要と認める牛
３　検査の方法
⑴　予備的抗体又は遺伝子検出法（スクリーニング法）
⑵　遺伝子検査（リアルタイムＰＣＲ検査）
⑶　疫学的検査
⑷　臨床検査
⑸　その他必要な検査
４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

管 内 全 域
令和６（2024）年４月１日から
令和７（2025）年３月31日まで

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

Ⅲ
１　実施の目的
ヨーネ病発生予防のため

２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲
⑴　繁殖の用に供し、又は供する目的で飼育している肉用雌牛
⑵　所轄家畜保健衛生所長が必要と認める牛
３　検査の方法
⑴　予備的抗体又は遺伝子検出法（スクリーニング法）
⑵　遺伝子検査（リアルタイムＰＣＲ検査）
⑶　疫学的検査
⑷　臨床検査
⑸　その他必要な検査
４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

足 利 市 福富町

令和６（2024）年４月１日から

令和７（2025）年３月31日まで

鹿 沼 市 上大久保

日 光 市 塩野室町、小林、沢又、上栗山

小 山 市 大字大本

真 岡 市 勝瓜、下籠谷

大 田 原 市 全域

さ く ら 市
柿木澤、押上、狹間田、氏家、氏家新田、長久保、
馬場

下 野 市 三王山、薬師寺、緑

茂 木 町 大字所草、大字上菅又

那 須 町
大字高久丙1796、2070-678
大字大島1152、1977-１

５　その他
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実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。
Ⅳ
１　実施の目的
ヨーネ病発生予防のため

２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲
⑴　放牧場に放牧予定の乳用牛
⑵　放牧場で飼育されている乳用牛
⑶　所轄家畜保健衛生所長が必要と認める牛
３　検査の方法
⑴　予備的抗体検出法（スクリーニング法）
⑵　ヨーニン検査
⑶　遺伝子検査（リアルタイムＰＣＲ検査）
⑷　疫学的検査
⑸　臨床検査
⑹　その他必要な検査
４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

管 内 全 域
令和６（2024）年４月１日から
令和７（2025）年３月31日まで

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

Ⅴ
１　実施の目的
牛のブルセラ症発生予察のため

２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲
⑴　輸入から１年以上経過し、搾乳又は繁殖の用に供する目的で飼養する牛であって、所轄家畜保健衛生
所長が必要と認める牛
⑵　家畜改良増殖法第４条第１項に規定する検査を受けようとする雄牛であって、過去にブルセラ症の検
査を受けたことがない牛

３　検査の方法
⑴　酵素免疫測定法（エライザ法）
⑵　疫学的検査
⑶　臨床検査
⑷　その他必要な検査
４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

管 内 全 域
令和６（2024）年４月１日から
令和７（2025）年３月31日まで

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

Ⅵ
１　実施の目的
牛の結核発生予察のため

２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲
　輸入から１年以上経過し、搾乳又は繁殖の用に供する目的で飼養する牛であって、所轄家畜保健衛生所
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長が必要と認める牛
３　検査の方法
⑴　ツベルクリン検査（皮内注射法）
⑵　疫学的検査
⑶　臨床検査
⑷　その他必要な検査
４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

管 内 全 域
令和６（2024）年４月１日から
令和７（2025）年３月31日まで

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

Ⅶ
１　実施の目的
伝達性海綿状脳症発生予防のため

２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲
　牛海綿状脳症対策特別措置法（平成14年法律70号）第６条第１項に基づく届出の対象となる牛であっ
て、所轄家畜保健衛生所長が必要と認める牛
３　検査の方法
酵素免疫測定法（エライザ法）

４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

管 内 全 域
令和６（2024）年４月１日から
令和７（2025）年３月31日まで

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

Ⅷ
１　実施の目的
牛のアカバネ病及びブルータング発生予察のため

２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲
　実施する区域で飼育されている牛（未越夏牛とし、原則として最終の採血が終了するまでワクチン接種
を行わない牛）を対象に、地理的・自然的条件を考慮して、家畜保健衛生所長が選定した牛
３　検査の方法
⑴　アカバネ病
ア　血清学的検査（中和試験）
イ　疫学的検査
ウ　臨床検査
エ　その他必要な検査
⑵　ブルータング
ア　遺伝子検査（ＲＴ-ＰＣＲ検査）
イ　血清学的検査（寒天ゲル内沈降反応）
ウ　疫学的検査
エ　臨床検査
オ　その他必要な検査

４　実施する区域及び期間
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区 域 期 間

管 内 全 域 原則として、令和６（2024）年６月下旬、８月中旬、９月下旬及び11月中旬

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

Ⅸ
１　実施の目的
豚熱発生予察のため

２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲
所轄家畜保健衛生所長が必要と認める豚及びいのしし

３　検査の方法
⑴　臨床検査
⑵　酵素免疫測定法（エライザ法）
⑶　その他必要な検査
４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

管 内 全 域
令和６（2024）年４月１日から
令和７（2025）年３月31日まで

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

Ⅹ
１　実施の目的
アフリカ豚熱発生予察のため

２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲
所轄家畜保健衛生所長が必要と認める豚及びいのしし

３　検査の方法
⑴　臨床検査
⑵　その他必要な検査
４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

管 内 全 域
令和６（2024）年４月１日から
令和７（2025）年３月31日まで

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

Ⅺ
１　実施の目的
高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ発生予察のため

２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲
⑴　対象となる家畜の種類
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥

⑵　範囲
　県内において、上記⑴の家畜を合わせて100羽以上又はだちょうを10羽以上飼養している農場のう
ち、家畜保健衛生所長が選定した農場

３　検査の方法
⑴　臨床検査
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⑵　酵素免疫測定法（エライザ法）
⑶　血清学的検査（寒天ゲル内沈降反応）
⑷　ウイルス分離検査
⑸　その他必要な検査
４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

管 内 全 域
令和６（2024）年４月１日から
令和７（2025）年３月31日まで

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

Ⅻ
１　実施の目的
腐蛆病発生予防のため

２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲
実施区域内に飼育されている蜜蜂であって、所轄家畜保健衛生所長が必要と認める蜜蜂

３　検査の方法
⑴　肉眼的検査
⑵　脱脂粉乳による試験
⑶　細菌学的検査
４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

管 内 全 域
令和６（2024）年４月１日から
令和７（2025）年３月31日まで

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第166号
　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第６条第１項の規定により、家畜の所有者に対し当該家畜につ
いて家畜防疫員の注射を受けるべき旨を命ずるので、同条第２項において準用する同法第５条第２項の規定に
より次のとおり公示する。
　　令和６（2024）年３月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　実施の目的
牛ウイルス性下痢、牛伝染性鼻気管炎の発生予防のため

２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲
⑴　放牧場に放牧予定の乳用牛
⑵　放牧場で飼育されている乳用牛
⑶　所轄家畜保健衛生所長が必要と認める牛
３　注射の方法
筋肉内注射

４　実施する区域及び期間

区 域 期 間
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管 内 全 域
令和６（2024）年４月１日から
令和７（2025）年３月31日まで

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

Ⅱ
１　実施の目的
豚熱の発生予防のため

２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲
県内で飼育されている豚及びいのししであって、所轄家畜保健衛生所長が必要と認めるもの

３　注射の方法
皮下又は筋肉内注射

４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

管 内 全 域
令和６（2024）年４月１日から
令和７（2025）年３月31日まで

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

（畜産振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第167号
　土地改良法施行法（昭和24年法律第196号）第２条第１項の規定によりなおその効力を有することとされる
耕地整理法（明治42年法律第30号）第73条第４項の規定に基づき、次の者を芳賀郡山前村大字根本外１大字耕
地整理組合の組合長臨時代理者に指定したので、同条第５項の規定により告示する。
　　令和６（2024）年３月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
住所　栃木県真岡市根本1117番地２
氏名　関　昌弘

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○令和６（2024）年度栃木県立産業技術専門校訓練生の募集
　令和６（2024）年度に入校する栃木県立産業技術専門校訓練生を次のとおり募集するので、栃木県立産業技
術専門校規則（昭和47年栃木県規則第36号）第９条の規定により公告する。
　　令和６（2024）年３月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　募集する訓練課程
　普通職業訓練　短期課程（委託コース）（離転職者等対象）

学 校 名 所 在 地 等 訓 練 科 名 訓練期間 入校月 定員（人）

県央
産業技術
専門校

〒321-0905
宇都宮市平出
工業団地48-４
電話
028-689-6380

１ 介護福祉士実務者研修科 ６か月 ４月 15

２ 医療事務･歯科事務科 ３か月 ４月 15

３ OA事務エキスパート科 ４か月 ４月 15

４ Webデザイン科 ４か月 ４月 15
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５ 介護職員初任者研修･福祉用具専門相
談員科

３か月 ５月 15

６ OA事務科 ３か月 ５月 15

７ ネットワークエンジニア養成科 ８か月 ５月 20

８ 動画クリエイター養成科 ３か月 ５月 15

９ 介護職員初任者研修・子ども支援科 ３か月 ６月 15

10 医療事務科 ３か月 ６月 15

11 OA簿記会計事務科 ４か月 ６月 15

12 グラフィックデザイナー養成科 ４か月 ６月 15

13 介護福祉士実務者研修科 ６か月 ７月 15

14 OA簿記経理科 ４か月 ７月 15

15 Web･DBプログラミング科 ３か月 ７月 15

16 宅建ビジネス科 ４か月 ７月 15

17 介護職員初任者研修･認知症介助士科 ４か月 ８月 15

18 OA事務科 ３か月 ８月 15

19 Web・動画クリエイター科 ４か月 ８月 15

20 DX・AI活用人材育成科 ３か月 ８月 15

21 医療事務・調剤事務科 ３か月 ９月 15

22 OA事務・VBAマクロ操作活用科 ３か月 ９月 15

23 情報ネットワーク技術科 ６か月 ９月 20

24 介護福祉士実務者研修科 ６か月 10月 15

25 OA事務科 ３か月 10月 15

26 Webデザイン科 ４か月 10月 15

27 OA事務科 ３か月 11月 15

28 OA簿記会計事務科 ４か月 11月 15

29 Web･DBプログラミング科 ３か月 11月 15

30 ファイナンシャルプランナー科 ３か月 11月 15

31 介護職員初任者研修･福祉用具専門相
談員科

３か月 12月 15

32 医療事務･調剤・医師事務科 ３か月 12月 15

33 OA事務科 ３か月 12月 15

34 介護職員初任者研修･福祉用具専門相
談員科

３か月 １月 15

35 OA事務・MOSスペシャリスト科 ３か月 １月 15

36 Webクリエイター科 ３か月 １月 15

37 ビジネスPC初級科 ２か月 ２月 15
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県北
産業技術
専門校

〒325-0001
那須郡那須町
大字高久甲
5226-24
電話
0287-64-4000

38 介護職員初任者研修･福祉用具専門相
談員科

３か月 ４月 15

39 OA経理事務科 ３か月 ４月 15

40 MOSエキスパート資格取得科 ３か月 ５月 15

41 介護福祉士実務者研修科 ６か月 ６月 15

42 OAビジネス事務科 ３か月 ６月 15

43 医療事務・調剤事務科 ３か月 ７月 15

44 介護職員初任者研修･福祉用具専門相
談員科

３か月 ８月 15

45 オフィスデータベース科 ３か月 ８月 15

46 介護職員初任者研修･福祉用具専門相
談員科

４か月 ９月 15

47 OAビジネス事務科 ３か月 ９月 15

48 OA事務・医師事務科 ３か月 10月 15

49 介護職員初任者研修･福祉用具専門相
談員科

３か月 12月 15

50 パソコンスキル・ビジネス統計科 ３か月 １月 15

県南
産業技術
専門校

〒329-4214
足利市
多田木町76
電話
0284-91-0803

51 介護職員初任者研修･福祉用具専門相
談員科

３か月 ４月 15

52 OA簿記事務科 ３か月 ４月 15

53 医療事務･調剤事務科 ３か月 ５月 15

54 OA事務科 ３か月 ５月 15

55 OA経理事務科 ４か月 ６月 15

56 Webデザイン科 ３か月 ６月 15

57 介護職員初任者研修･看護助手科 ３か月 ７月 15

58 OA簿記事務科 ３か月 ７月 15

59 OA経理事務科 ３か月 ８月 15

60 Web作成・IT活用人材育成科 ６か月 ８月 15

61 商業・工業簿記経理科 ４か月 ９月 20

62 介護職員初任者研修･福祉用具専門相
談員科

３か月 10月 15

63 OA簿記事務科 ３か月 10月 15

64 医療事務科 ３か月 11月 15

65 Webクリエイター科 ３か月 11月 15

66 介護職員初任者研修･看護助手科 ３か月 12月 15

67 OA経理事務科 ３か月 １月 15

注）全ての訓練科について民間教育訓練機関等に委託して実施する。
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２　その他
⑴　令和６（2024）年度栃木県一般会計予算が原案どおり成立しなかった場合は、変更等を行うことがあ
る。
⑵　応募書類は各公共職業安定所で配付する。
⑶　募集についての不明な点は、各県立産業技術専門校に問い合わせること。

（労働政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和６（2024）年３月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

河内郡上三川町大字上文挾字稲荷免262番１ 宇都宮市石井町3413番地12セジュー
ルみなみ西原Ｃ202

谷 田 部 　 優 　 希

那須郡那珂川町馬頭字町下557番３、558番
１、560番１、561番１、562番、563番、564
番、574 番、575 番、576 番、577 番、578 番
１、579番１、579番３、580番１、580番２、
581番１、581番２、581番３、610番１、610
番７、611番２、611番７、612番７、613番
２、562番地先、574番地先、576番２地先、
577番地先、578番１地先、579番３地先、610
番１地先、610番１地先、611番７地先、613
番２地先

那須郡那珂川町馬頭555番地 那珂川町

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画事業の施行
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項において準用する同法第62条第１項の規定による都市計
画事業の事業計画の変更の認可の告示があったので、同法第66条の規定により次のとおり公告する｡
　　令和６（2024）年３月15日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　都市計画事業の種類及び名称
宇都宮都市計画道路事業３・３・901号おもちゃのまち下古山線

２　施行者の名称
栃木県

３　事務所の所在地
栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号

４　事業地の所在
⑴　収用の部分
変更なし

⑵　使用の部分
変更なし

（都市整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
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選挙管理委員会
栃木県選挙管理委員会告示第４号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項、第75条第１項、第76条第１項、第80条第１項、第81条第
１項及び第86条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第８条第１
項の規定による選挙権を有する者の総数の50分の１、当該総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と
40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、当該総数の40万を超え
る数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数及び３分の１の数は、そ
れぞれ次のとおりである。
　　令和６（2024）年３月15日

栃木県選挙管理委員会委員長　　金　　田　　尊　　男　　
１　県の議会の議員及び知事の選挙権を有する者の総数の50分の１の数
 32,121人
２　県の議会の議員及び知事の選挙権を有する者の総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に
６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数
 300,752人
３　県の議会の議員の宇都宮市・上三川町選挙区における選挙権を有する者の総数の40万を超える数に６分の
１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数
 142,362人
４　県の議会の議員の各選挙区（宇都宮市・上三川町選挙区を除く。）における選挙権を有する者の総数の３
分の１の数
足 利 市 選 挙 区 39,604人
栃 木 市 選 挙 区 43,231人
佐 野 市 選 挙 区 32,024人
鹿 沼 市 選 挙 区 26,479人
日 光 市 選 挙 区 22,078人
小 山 市 ・ 野 木 町 選 挙 区 52,361人
真 岡 市 選 挙 区 21,224人
大 田 原 市 選 挙 区 19,455人
矢 板 市 選 挙 区 8,806人
那須塩原市・那須町選挙区 39,400人
さくら市・塩谷郡選挙区 23,244人
那須烏山市・那珂川町選挙区 11,349人
下 野 市 選 挙 区 16,733人
芳 賀 郡 選 挙 区 17,179人
壬 生 町 選 挙 区 10,786人

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第５号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定による政治団体の設立の届出があったので、
同法第７条の２第１項の規定により、その名称等を次のとおり告示する。
　　令和６（2024）年３月15日

栃木県選挙管理委員会委員長　　金　　田　　尊　　男　　
（国会議員関係政治団体に該当しない政党以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名
会計責任者
の 氏 名

主たる事務所の所在地 届出年月日
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キラリ輝く鹿沼をつくる
会

石川　さやか 大貫　毅 栃木県鹿沼市上殿町276-４
令和６（2024）年
２月27日

市民の声をカタチにする
会

遠藤　忠 渡辺　栄之 栃木県矢板市本町８-24
令和６（2024）年
２月13日

下野アップデート 石井　辰浩 石井　優子
栃木県下野市下古山3164-
７

令和５（2023）年
12月22日

栃木県木材産業政治連盟 東泉　清壽 見立　洋
栃木県宇都宮市新里町丁
277-１

令和６（2024）年
２月６日

横塚剛後援会 横塚　剛 市村　恵 栃木県佐野市富岡町129-13
令和６（2024）年
１月25日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第６号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったの
で、同法第７条の２第１項の規定により、その名称等を次のとおり告示する。
　　令和６（2024）年３月15日

栃木県選挙管理委員会委員長　　金　　田　　尊　　男　　
（政党の支部）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

公明党栃木第一総
支部

金沢　力
会計責任者
の 氏 名

成島　隆裕 村田　雅彦
令和６（2024）年
１月29日

社会民主党栃木県
第二区支部連合

稲尾　章
主たる事務所
の 所 在 地

栃木県鹿沼市上
野町241

栃木県日光市本
町７-11 令和５（2023）年

12月17日
代表者の氏名 稲尾　章 渡辺　裕一

社会民主党栃木県
連合

星　孝典 代表者の氏名 星　孝典 宇賀神　文雄
令和５（2023）年
12月10日

自由民主党鹿沼支
部

五十嵐　清
主たる事務所
の 所 在 地

栃木県鹿沼市晃
望台25

栃木県鹿沼市仲
町1290 令和５（2023）年

12月15日
代表者の氏名 五十嵐　清 小林　幹夫

自由民主党都賀支
部

中島　克訓
会計責任者
の 氏 名

直井　嘉男 氏家　晃
令和５（2023）年
12月31日

自由民主党栃木県
看護連盟支部

宮本　律子
会計責任者
の 氏 名

山杉　睦子 柏　澄子
令和５（2023）年
７月１日

自由民主党栃木県
ときわ会支部

中里　由之
会計責任者
の 氏 名

柴田　直孝 伊藤　良人
令和５（2023）年
12月１日

自由民主党栃木県
土地改良支部

宇佐美　修
主たる事務所
の 所 在 地

栃木県宇都宮市
平出町1260

栃木県宇都宮市
平出町1234-１

令和６（2024）年
１月１日

日本共産党栃木県
北部地区委員会

渡邉　繁
会計責任者
の 氏 名

印南　敏夫 片岡　忠幸
令和６（2024）年
２月13日

（政党以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日
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明るい未来のいろ
はを考える会

宗像　馨

主たる事務所
の 所 在 地

栃木県河内郡上
三川町西汗988-
１

栃木県宇都宮市
平松本町1206-
11 令和５（2023）年

10月12日代表者の氏名 宗像　馨 石河　健二

会計責任者
の 氏 名

川嶌　倫広 宇賀神　一樹

荒井こうじ後援会 荒井　浩二
会計責任者の
氏 名

荒井　浩二 渡辺　勝征
令和５（2023）年
３月１日

アラキクラブ 荒木　大樹
国会議員関係
政 治 団 体
の 区 分

国会議員関係政
治団体以外の政
治団体

法第十九条の七
第一項第一号及
び第二号に係る
国会議員関係政
治団体

令和５（2023）年
12月22日

鬼久保綾子後援会 姉﨑　綾子
政 治 団 体
の 名 称

鬼久保綾子後援
会

足利アクション
令和６（2024）年
１月１日

加藤みち子後援会 加藤　美智子
会計責任者
の 氏 名

加藤　緑平 矢野　正義
令和５（2023）年
10月１日

加藤ゆうじ後援会
総連合会

渡辺　信夫 代表者の氏名 渡辺　信夫 秋元　秀雄
令和５（2023）年
４月１日

クリーンな栃木市
をつくる会

針谷　育造 代表者の氏名 針谷　育造 高際　澄雄
令和５（2023）年
12月23日

小林たつや後援会 今　耕一

主たる事務所
の 所 在 地

栃木県那須郡那
須町高久甲5898

栃木県那須郡
那須町寺子乙
2595-17

令和５（2023）年
12月31日

代表者の氏名 今　耕一 白井　正則

斉藤たかあき後援
会

板垣　弘一
主たる事務所
の 所 在 地

栃木県宇都宮市
上田原町761-２

栃木県宇都宮市
立伏町471-８

令和６（2024）年
１月31日

さかきまいこ後援
会

榊　真衣子
主たる事務所
の 所 在 地

栃木県矢板市扇
町１-12-14

栃木県矢板市扇
町１-13-３

令和５（2023）年
12月１日

全国たばこ販売政
治連盟栃木県地区
本部

樽見　行雄
会計責任者
の 氏 名

青木　正志 濵田　孝
令和５（2023）年
９月１日

高橋ひでき後援会 髙橋　英樹
会計責任者
の 氏 名

川口　恵司 宗像　馨
令和５（2023）年
12月１日

栃木県看護連盟 宮本　律子
会計責任者
の 氏 名

山杉　睦子 柏　澄子
令和５（2023）年
７月１日

栃木県中小企業政
治協議会

横倉　正一

主たる事務所
の 所 在 地

栃木県宇都宮市
問屋町3172-６

栃木県宇都宮市
曲師町３-９

令和６（2024）年
１月24日

代表者の氏名 横倉　正一 齋藤　高藏

会計責任者
の 氏 名

松川　雅人 益子　照雄
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栃木県電気工事業
工業組合政治連盟

戸塚　守
会計責任者
の 氏 名

宮﨑　和典 八木澤　久
令和６（2024）年
１月12日

栃木県土地改良政
治連盟

田井　哲
主たる事務所
の 所 在 地

栃木県宇都宮市
平出町1260

栃木県宇都宮市
平出町1234-１

令和６（2024）年
１月１日

日本酪農政治連盟
栃酪支部

前田　宏 代表者の氏名 前田　宏 石川　正美
令和５（2023）年
７月１日

三森ふみのり後援
会

束原　正記
会計責任者
の 氏 名

相馬　正典 板橋　邦夫
令和６（2024）年
２月15日

むろい高男後援会 井上　敏夫
会計責任者
の 氏 名

平山　智恵美 佐藤　義男
令和５（2023）年
12月20日

山田みやこと市民
の会

山田　美也子
会計責任者
の 氏 名

瀧村　顕子 野中　玲子
令和５（2023）年
５月８日

渡良瀬政経懇話会 大豆生田　実
主たる事務所
の 所 在 地

栃木県足利市通
４-3485-１

栃木県足利市通
４-3487

令和６（2024）年
１月１日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第７号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定による政治団体の解散の届出があったので、
同条第３項の規定により、その名称等を次のとおり告示する。
　　令和６（2024）年３月15日

栃木県選挙管理委員会委員長　　金　　田　　尊　　男　　
（政党以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代 表 者 の 氏 名 主たる事務所の所在地 解散年月日

阿久津ひであき後援会 阿久津　秀昭
栃木県宇都宮市新町２-４-
18

令和６（2024）年
２月29日

いがらし清小山市野木町後
援会

五十嵐　清 栃木県小山市出井1859-50
令和５（2023）年
12月31日

石﨑ゆきひろ後援会 石﨑　幸寛
栃木県河内郡上三川町多功
454

令和５（2023）年
12月31日

一木弘司後援会 一木　弘司 栃木県真岡市物井1253-５
令和５（2023）年
12月31日

おおしま孝夫後援会 大島　孝夫 栃木県小山市福良435-１
令和５（2023）年
12月31日

大貫雄二を支援する会 大貫　雄二 栃木県矢板市中601-30
令和５（2023）年
12月31日

小鹿翔矢後援会 小鹿　翔矢
栃木県小山市城山町２-５-
30

令和５（2023）年
12月31日

加藤みち子後援会 加藤　美智子
栃木県鹿沼市仁神堂町346-
２

令和５（2023）年
12月31日

菊地ひでき後援会 菊地　英樹
栃木県大田原市北金丸
1781-１

令和５（2023）年
12月31日

くすのき利明後援会 鈴木　克己
栃木県さくら市氏家1818-
55

令和５（2023）年
12月30日
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小林たかし励ます会 小林　隆志
栃木県芳賀郡芳賀町東高橋
4090-２

令和５（2023）年
12月17日

小林正勝後援会 手塚　勉 栃木県大田原市小滝1432
令和５（2023）年
12月11日

さいとう光浩励ます会 斎藤　光浩
栃木県大田原市美原２-
3293-15

令和５（2023）年
12月17日

佐藤晴彦後援会 山本　剛史
栃木県塩谷郡高根沢町宝積
寺2288-10

令和５（2023）年
12月31日

下野党 同町　正之
栃木県下野市小金井１-33-
４

令和５（2023）年
12月６日

伸政会 神谷　幸伸
栃木県鹿沼市府中町105-
５

令和５（2023）年
12月31日

神藤昭彦後援会 神藤　昭彦
栃木県河内郡上三川町ゆう
きが丘12-３

令和６（2024）年
２月７日

鈴木としお励ます会 鈴木　敏雄 栃木県鹿沼市西沢町327-３
令和５（2023）年
12月17日

高橋あきら後援会 伊集院　徹
栃木県那須郡那須町高久丙
407-693

令和５（2023）年
12月31日

高橋正昭後援会 高橋　正昭
栃木県河内郡上三川町上蒲
生368

令和５（2023）年
12月31日

高橋みゆきを励ます会 高橋　美幸
栃木県宇都宮市西川田本町
３-25-27

令和５（2023）年
12月17日

田島信二励ます会 田嶋　仁一
栃木県那須烏山市谷浅見
913-２

令和５（2023）年
12月30日

とみなが悦子励ます会 冨永　悦子
栃木県足利市大沼田町921-
８

令和５（2023）年
12月17日

とりた智男後援会 青木　正 栃木県足利市常盤町54-２
令和５（2023）年
12月１日

中村ひさのぶ後援会 保科　喜一 栃木県矢板市泉574-１
令和５（2023）年
12月31日

中村ひさのぶ壮政会 中村　久信 栃木県矢板市泉574-１
令和５（2023）年
12月31日

日本第一党栃木県本部 高村　文枝
栃木県宇都宮市石井町
2988-３

令和５（2023）年
12月31日

はまゆう会 大出　清 栃木県小山市下初田６-１
令和５（2023）年
12月21日

人と未来創造会議 川田　善次
栃木県栃木市平柳町１-14-
21

令和５（2023）年
12月31日

平塚しげる市政研究会 平塚　茂 栃木県足利市大久保町894
令和５（2023）年
12月17日

平塚しげる励ます会 庄司　勇 栃木県足利市大久保町894
令和５（2023）年
12月17日



（205）栃 木 県 公 報 第488号令和６（2024）年３月15日　金曜日

藤田勝美励ます会 藤田　勝美 栃木県真岡市小林60-２
令和５（2023）年
12月17日

村田まさひこを励ます会 村田　雅彦
栃木県宇都宮市戸祭町
2780-５

令和５（2023）年
12月17日

渡辺一郎後援会 中村　庄作 栃木県小山市間々田1253
令和５（2023）年
12月31日

渡辺みちこ励ます会 渡辺　通子
栃木県宇都宮市駒生町832-
48

令和５（2023）年
12月17日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第８号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第２項の規定による資金管理団体の指定の届出があったの
で、同法第19条の２第１項の規定により、次のとおり告示する。
　　令和６（2024）年３月15日

栃木県選挙管理委員会委員長　　金　　田　　尊　　男　　

届出者（代表者）
の 氏 名

公職の種類 資金管理団体の名称
主 た る 事 務 所
の 所 在 地

指定年月日

横塚　剛 佐野市議会議員 横塚剛後援会
栃木県佐野市富岡町
129-13

令和６（2024）年
１月25日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第９号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項第３号の規定による資金管理団体の届出事項の異動
の届出があったので、同法第19条の２第１項の規定により、次のとおり告示する。
　　令和６（2024）年３月15日

栃木県選挙管理委員会委員長　　金　　田　　尊　　男　　

届 出 者 の 氏 名
資金管理団体
の 名 称

異 動 事 項 新 旧 異動年月日

姉﨑　綾子
鬼久保綾子後
援会

政 治 団 体
の 名 称

鬼久保綾子後援
会

足利アクション
令和６（2024）年
１月１日

大木　英憲
大木ひでのり
後援会

公職の種類 栃木県議会議員 小山市議会議員
令和５（2023）年
２月１日

大豆生田　実
渡良瀬政経懇
話会

主たる事務所
の 所 在 地

栃木県足利市通
４-3485-１

栃木県足利市通
４-3487

令和６（2024）年
１月１日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第10号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項第２号の規定による資金管理団体でなくなった旨の
届出があったので、同法第19条の２第１項の規定により、次のとおり告示する。
　　令和６（2024）年３月15日

栃木県選挙管理委員会委員長　　金　　田　　尊　　男　　
法第19条第３項第２号による届出

届 出 者 の 氏 名 資 金 管 理 団 体 の 名 称 資金管理団体でなくなった年月日

一木　弘司 一木弘司後援会 令和５（2023）年12月31日
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大島　孝夫 おおしま孝夫後援会 令和５（2023）年12月31日

大貫　雄二 大貫雄二を支援する会 令和５（2023）年12月31日

神谷　幸伸 伸政会 令和５（2023）年12月31日

小林　隆志 小林たかし励ます会 令和５（2023）年12月17日

斎藤　光浩 さいとう光浩励ます会 令和５（2023）年12月17日

神藤　昭彦 神藤昭彦後援会 令和６（2024）年２月７日

鈴木　敏雄 鈴木としお励ます会 令和５（2023）年12月17日

高橋　美幸 高橋みゆきを励ます会 令和５（2023）年12月17日

冨永　悦子 とみなが悦子励ます会 令和５（2023）年12月17日

中村　久信 中村ひさのぶ壮政会 令和５（2023）年12月31日

平塚　茂 平塚しげる市政研究会 令和５（2023）年12月17日

藤田　勝美 藤田勝美励ます会 令和５（2023）年12月17日

村田　雅彦 村田まさひこを励ます会 令和５（2023）年12月17日

渡辺　通子 渡辺みちこ励ます会 令和５（2023）年12月17日

　───────────────────────────────────────────────

正 誤

発 行 番 号 ページ 行 正 誤

５

26及び
28

会員組合 組合

下から
22

会員組合は 組合は

下から
19

会員組合 組合

下から
２

12月31日 翌年３月31日

６

13 会員組合 組合

23 湯殿大橋 湯殿橋

25
湯川（那須町大字高久蕪中地先で那
珂川と合流）

湯川

26
沢名川、湯川（那須塩原市板室字塩
沢地先で那珂川と合流）

沢名川

下から
24

湯川（那須塩原市三斗小屋地先で那
珂川と合流）

湯川

７

下から
26

那須町芦野黒川橋 那須町富岡大塩橋

下から
10

那珂川町 珂川町
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８

20 本会 組合

下から
８

会員組合が 組合が

９

13 会員組合 組合

16 本会 組合

23 会員組合 組合

令 和 ６
（2024）年
号外第３号

下から
20及び
下から
６

本会 組合

29 下から
１

第12号 12号

48 20～27

組合が定
めて公示
する期間
の１日

3,000
円

3,000
円

雑
　
魚

竿
　
釣

１年 10,000
円

-

組合が定
めて公示
する期間
の１日

2,500
円

2,500
円

組合が定
めて公示
するあゆ
解禁日か
ら３日間
の１日

3,000
円

3,000
円

組合が定
めて公示
するあゆ
解禁日の
４日目か
ら11月30
日までの
間の１日

2,500
円

2,500
円

雑
　
魚

竿
　
釣

１年 9,000
円

‒

組合が定
めて公示
する雑魚
解禁日

2,500
円

2,500
円

組合が定
めて公示
する雑魚
解禁日の
翌日から
９月19日
までの間
の１日

2,200
円

2,200
円

59

下から
２

1,800円 1,500円

下から
１

7,000円 9,000円

　───────────────────────────────────────────────


